
二
〇
〇
四
年
十
一
月
三
〇
日
、
中
央
労
働
委

員
会
は
、
東
芝
の
再
審
査
請
求
を
却
下
し
て
、

差
別
是
正
を
命
令
し
ま
し
た
。

九
五
年
に
神
奈
川
県
内
の
十
名
の
労
働
者

は
、
職
場
と
地
域
の
人
た
ち
の
支
援
を
受
け

て
「
人
権
を
守
り
差
別
の
な
い
明
る
い
職
場

を
つ
く
る
東
芝
の
会
」
を
結
成
し
て
差
別
是

正
に
立
ち
上
が
り
、
二
〇
〇
一
年
の
神
奈
川

県
地
方
労
働
委
員
会
の
命
令
に
続
き
、
中
央

労
働
委
員
会
か
ら
も
全
面
勝
利
命
令
を
勝
ち

取
り
ま
し
た
。
職
場
、
地
域
の
皆
さ
ん
、
ご

支
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
中
労
委
命
令
は
、
組
合
活
動
や
思
想

信
条
に
よ
る
差
別
、
男
女

差
別
、
派
遣
や
パ
ー
ト
の

差
別
待
遇
を
な
く
し
、
賃

上
げ
・
サ
ー
ビ
ス
残
業
・

処
遇
制
度
問
題
な
ど
働
く

者
の
生
活
向
上
と
権
利
を

守
る
組
合
活
動
を
理
由
と

し
た
差
別
は
違
法
と
し
、

是
正
を
命
じ
て
い
ま
す
。

東
芝
は
「
法
律
を
遵
守
す
る
」
と
定
め
た

東
芝
事
業
行
動
基
準
を
守
っ
て
、
差
別
争
議

の
解
決
を
決
断
す
べ
き
で
す
。

神
奈
川
地
労
委
と
中
労
委
の
命
令
書
で
は
、
証

拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
本
社
勤
労
部
の
２
３
０
ペ
ー

ジ
の
秘
密
報
告
書
や
東
芝
扇
会
機
関
誌
、
Ｐ
Ｍ
Ｄ

Ｃ
課
長
候
補
研
修
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
違
法

な
労
務
管
理
・
不
当
労
働
行
為
の
実
態
を
厳
し
く

断
罪
し
、
会
社
側
証
人
の
「
あ
ら
さ
が
し
証
言
」

の
多
く
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
法
令
や
企
業
倫
理
を
守
る
」
「
社
会
的
責
任
を

果
た
す
こ
と
は
、
企
業
の
継
続
的
な
発
展
の
ベ
ー

ス
」
と
述
べ
て
い
る
岡
村
正
・
東
芝
社
長
は
、
こ
の

よ
う
な
違
法
な
実
態
を
す
み
や
か
に
正
す
べ
き
で
す
。

東
芝
の
職
場
を
明
る
く
す
る
会
は
、
第
一
次
申

立
人
十
名
の
中
労
委
勝
利
命
令
に
つ
づ
き
、
第
二

次
神
奈
川
地
労
委
申
立
人
九
名
の
早
期
結
審
・
勝

利
を
め
ざ
し
、
全
国
各
地
の
職
場
で
の
差
別
是
正

運
動
と
連
帯
し
て
運
動
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
全
労
連
、
神
奈
川
労
連
を
は
じ
め
と

す
る
労
働
組
合
や
民
主
団
体
の
支
援
を
受
け
、
企

業
の
社
会
的
責
任
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
東
芝
を

社
会
的
に
包
囲
し
て
、
東
芝
争
議
の
全
面
一
括
解

決
に
向
け
た
運
動
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

会
社
が
労
働
組
合
に
支
配
介
入
し
て
労
働
条
件
の

切
り
下
げ
を
強
行
す
る
こ
と
は
許
せ
ま
せ
ん
。

働
く
者
の
権
利
を
守
り
差
別
を
な
く
す
闘
い
へ
、

大
き
な
ご
支
援
を
、
心
か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。

中央労働委員会が東芝に差別是正を命令

人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会 (東芝の職場を明るくする会） 200５年 1月

東
芝
は
法
律
を
守
り

社
会
的
責
任
を
は
た
せ

力
を
合
わ
せ
て
、
働
く
者
の
権
利
を
守
り

差
別
の
な
い
明
る
い
職
場
を
つ
く
ろ
う

全労連第１４回争議支援中央総行動

全労連、東京地評、神奈川労連などの支援を
受けて行われた10･29争議支援中央総行動

(東芝本社要請行動 04年10月29日)

東
芝
争
議
の
全
面
一
括

解
決
に
む
け
て
、

み
な
さ
ん
の
大
き
な

ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す

東
芝
扇
会
や
警
察
出
身
者
を

使
っ
て
組
合
に
支
配
介
入

労
働
組
合
法
違
反
を
や
め
よ

中労委命令の主な内容

((1) 東芝は、差別是正を申し立てた１０名の労働者の

賃金、資格、職群・等級、役職を同期同学歴入社者

の中位に是正すること。

(2) 東芝は、平成６年４月１日以降、是正された資格、

役職等に相当する賃金、賞与に是正し、その差額に

ついては、年率５分相当額を加算して支払うこと。

(3) 東芝は、１０名に対して謝罪文を手渡すこと。

(4) 東芝が行ってきたことは、特定の思想をもつ従業

員の組合活動を嫌い、東芝扇会を活用して、これら

の従業員を「問題者」として排除し、その組合活動を

弱体化させるために賃金や資格などを差別し、組合

に支配介入した不当労働行為である。

〒212-0024 川崎市幸区塚越2-225 安伸ﾋﾞﾙ

Tel & F a x ： 0 4 4 - 5 3 3 - 1 4 0 8
ホームページ//www.kki.ne.jp/akaruku-tsb/

「東芝 ＆ 人権」で検索して下さい。


